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研究成果の概要（和文） 

：本研究では、看護系大学において犯罪被害者支援に関連した教育がどのように教授されてい

るか実態を調査した。看護系大学 207校 414名を対象に行った調査において、回答が得られた

教員 132 人の内、72 人（54.5％）が犯罪被害者支援に関する内容を授業内で取り上げており、

その内容は「ＤＶ」、「虐待」、「性被害」、「いじめ」に関するものの順で多かった。また、犯罪

被害者支援にたずさわる者が必要とする知識（身体、精神的側面等からの犯罪被害者のアセス

メント・対応等）に関しては、講義内で包含できる内容が教員の専門（母性・助産看護学、精

神看護学）の違いにより異なっていることが調査から分かった。 

 
研究成果の概要（英文） 
： The purpose of this study was to investigate the education about caring for crime victims 
in the nursing universities in Japan. Out of 132 participants,72 nursing teachers(54.5%) 
had the experience that carried out the education about caring for crime victims. About 
the educational contents, it turned out that there is a difference between maternity 
nursing lecture and psychiatric mental health nursing. 
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1．研究開始当初の背景 

犯罪（刑法犯：殺人、強盗、強姦等）総
数は、平成 23年度は約 150万件にのぼる。
そのような犯罪による被害者は、犯罪その
ものによる被害（1 次的被害：外傷等）だ
けでなく、その 1次的被害に伴い身体的障
害（交通外傷、殺人未遂等に伴う）、精神
疾患の罹患（うつ病、PSDT）、生活の変化
（転職、転居等）を余儀なくされる等の 2
次的被害を受ける。世界的な社会問題とさ
れる Intimate Partner Violence（以降 IPV と
表記する）においては、暴力そのものによ
る被害だけでなく身体的・精神的ショック

により、精神疾患を罹患や PTSD 発症のリ
スクを高め身体疾患発症のリスクをも高
めるなど、健康に非常に大きな影響を持つ
とされる。更に、被害後には親密な関係に
あるものと関係性の変化により、裁判費用
や養育費など経済的な負担の増加など他
の犯罪同様に 2 次的被害をも被る。そのよ
うな犯罪の被害者の支援を公的に実施す
る為に、米国では、1970年代か法整備が開
始され、日本においては平成 2001年「配
偶者からの暴力の防止及び被害者の保護
に関する法律」が施行、更に 2005年には
犯罪被害者等基本法が施行され、被者への
支援、効果的な支援を検討するための支援
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が実施されている。法整備に伴う、教育体
制の整備も行われており、北米、イギリス
においては、被害者保護に関する法律の制
定に伴い、看護大学教育においても「法看
護」、「犯罪被害」、「被害者支援」を学習可
能な Forensic nursing(法看護学)等が教育に
組み込まれているところもある。犯罪被害
者に対しての支援体制、支援にあたっての
教育体制充実が社会的に求められている
現状にある。 

しかし、日本においては犯罪被害や被害
者支援事態を体系的に学ぶことができる
大学教育機関自体少なく、看護系大学にお
いての現状はいままで明らかにされてい
なかった。そこで、看護系大学における犯
罪被害者支援に関する教育の実態を調査
することは、今後、看護系大学における犯
罪被害者支援に関する教育体制導入や充
実等に際しての検討を行う上で、基礎的な
データとなると考えられた。 

 
2．研究の目的 

本研究の目的は、看護系大学における犯
罪被害者支援に関する教育の実態を明ら
かにすることである。 

 
3．研究の方法 
  調査方法に応じ、質的帰納的分析と、
量的分析を実施した。 
研究目的に取り組むにあたって、2つの 

基礎調査を実施後、本調査を実施した。 
1) 基礎調査 1 犯罪被害者にたずさわる者

を対象とした調査 
(1)対象 

対象者は、Ａ県の犯罪被害者及びその家
族への支援を行う民間支援団体(認定特定
非営利活動法人全国被害者支援ネットワ
ークに所属する)の相談員もしくは支援活
動員であり、犯罪被害者の支援(医療機関
への紹介、もしくはその検討)にたずわっ
た事のある者とした。 

 (2)調査方法及び調査内容 
①調査方法、分析 

調査は、先行文献を元に作成したインタ
ビューガイドを用い、半構造化面接法にて
平成 24 年 2 月 1 日～3 月 31 日の期間に実
施した。インタビュー内容は、対象者に同
意を得たうえで録音し、調査者が支援内容
を書き起こした。実際に過去 1年間の間に
たずさわった犯罪被害者支援について自
由な陳述をしてもらい、支援内容を研究者
が要約した。 
2) 基礎調査２ 救命救急部門で働く看護

師を対象とした調査 

 (1)対象 
 対象者は、日本救急医学会に登録されて 
いる全国の救命救急センター245 施設の 

救命救急看護の責任者各 1人及び、救急 
部門の看護師 1 施設あたり 10 人。 
(2)調査方法及び調査内容 
 ①調査方法及び調査内容 

調査は、先行調査をもとに作成した無 
記名自記式質問紙にて、平成 24 年 10月
1 日～11 月 30 日の期間に行った。質問
紙には、a.対象者の基本属性に関する事、
b.犯罪被害者（IPV 被害者）への対応経
験・内容に関する事、c 他機関との連携
に関する事、d.マニュアルの整備・使用
状況に関する事を調査内容として組み
込んだ。 

3) 本調査 看護系大学教員を対象とした 
調査 

(1)対象 

  対象者は、看護系大学協議会に登録され
ている 207校の教員、１校あたり 2 人（母
性若しくは助産看護学の教員 1人、精神看
護学の教員 1人）。 
 (2)調査方法及び調査内容 

   調査は、先行文献及び、先に実施した 2 
つの調査結果を踏まえ作成した無記名自
己記入式質問紙によって実施した。質問
紙には、a.対象者の基本属性に関する事、
b.犯罪被害者支援の経験・支援内容に関
する事、c.犯罪被害者支援に関する教育
の経験・内容に関する事、d.看護系大学
の授業に包含可能な犯罪被害者支援に関
する教育内容（各項目ごとに、できる、
まあまあできる、どちらでもない、あま
りできない、できないの 5 検法）を調査
内容として組み込んだ。 

4) 倫理的配慮 
全ての調査は、事前に大分大学医学部倫 

理委員会の承諾を得て実施した。 
 
４．研究成果 
 1) 基礎調査１ 
 (1)対象者は、9 人中 8 人(男性 2 人、女性

6 人)で年齢は 33 歳から 65 歳、犯罪被
害者支援経験年数は 3年以上 15年未満
であった。 

(2)犯罪被害者支援実績と犯罪被害の類型 
①犯罪の類型 

相談受理ケースの犯罪類型は、殺人・
傷害致死、性犯罪、傷害、業務上過失致
死、DV・ストーカーなど。 

②医療の必要性を感じた被害者支援概要 
a.医療の必要性を感じたケース数 
対象者 8 人は、延べ 16人（被害者本人

11 人：被害者本人が相談者，被害者等 5
人：被害者本人の家族等の相談者）につ
いて医療の必要性を感じた事例につい
ての支援の実態を語った。16 名の性別は、
男 1人、女 15人であった。 
b.医療の必要性を判断をする被害者・相



 

 

談者の言語的情報（表１） 
犯罪被害者支援にたずさわる者は、の

べ 16 人の支援の中で、【身体的不調を思
わせる言動「食欲低下」等】、【精神症状
を思わせる言動「不眠」、「パニック」、
等】、【自殺・自傷を思わせる言動「自殺
の恐れ」等】を基に、医療の必要性を判
断していた。 
 

  表 1：医療の必要性を感じた言語的情報 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
c.被害者・相談者の非言語的情報 

犯罪被害者支援にたずさわる者は、医
療の必要性を感じた際に対象がどのよ
うな状態であったか、どういった項目で
その行動を観察していたかにいては、
【外傷の有無、程度（切傷、性器損傷等）】、
【視線】、【活気】や【身体的な動き】、【声
の大きさ、トーン、会話の間隔】を基に、
医療の必要性を判断していた。 

 
2) 基礎調査２ 
 (1)救命救急看護部門の看護責任者対象 
①対象者の属性 

調査対象 245施設中 60施設（24.5％）
から回答を得た。回答者の所属施設は、
公立病院が 31人（53％）、大学病院が 12
人（21％）、私立病院が 7人（12％）、国
立病院が 1人（2％）、その他が 7人（12％）
であった。 

救急部に所属する専従職員の職種（看
護師以外）については、58施設からの回
答として、医師が 58施設（100%）、事務
職員 38施設（65.5%）、救命救急士 12 施
設（20.7%）、臨床工学技士 10施設（17.2%）、
看護助手 7 施設（12％）、社会福祉士 5
施設（8.6%）、臨床心理士 3施設（5.2%）、
精神保健福祉士 2施設（3.4%）であった。 

②IPV 被害者への対応マニュアルの準
備・活用について 

  a.IPV 被害者への対応マニュアルの準備
について 

「マニュアルを準備している」と回答し
た施設は、13 施設（22％）、「準備してい
ない」施設は 44施設（73％）、3施設（5％）
がわからないと回答した（図１）。 
 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
マニュアル準備の必要性に関しては、

41 施設から回答が得られ、「必要性を感じ
る」と返答した施設が最も多く 33 施設
（61％）、「わからない」が 5 施設（12％）、
「感じない」と答えた施設が 3施設（7％）
であった。 

マニュアルを準備している 13 施設の 
マニュアルの使用状況に関しては、「使 
用している」と回答した施設が 13施設中
9 施設（69%）、「使用していない」が 3 施
設（23％）、「わからない」が 1施設（8％）
であった。マニュアルの作成元は、「院内」
が 9 施設（60％）、「都道府県」が 3 施設
（20%）、「市町村」が 1施設（6%）、「内閣
府」が 1 施設（7%）、「その他」が１施設
（7%）であった。 
③施設としての方針 

方針が「ある」と回答した施設は、60
施設中 35 施設（59％）「ない」が 17 施
設（28％）、「わからない」が 8 施設（13％）
であった。また、施設の方針の基盤とな
るものについては、「院内独自」が 18 施
設（47％）、「国の施策」が 7施設（18％）、
「都道府県」が 7施設（18％）、「市町村」
が 4施設（11％）、「わからない」が 2施
設（5％）であった。 

(2)救命救急看護部門の看護師対象 
  ①対象者の属性 

調査対象者 375人中 243人から協力を
得られ、有効回収率、回答率共に 64.8％。 
回答者の性別は、女が 214人（88.1％）、



 

 

男が 29 人（11.9％）であり、年齢は、
10 代が 1 人（0.4％）、20 代が 38 人
（15.6％）、30代が 109人（44.9％）、40
代が 67 人（27.6％）、50 代が 27 人
（11.1％）、60代が 1人（0.4％）。 
臨床経験年数に関しては、10 年以上が

171 人（70.4％）、5 年から 10 年未満が
53 人（21.8％）、4 年以上 5 年未満が 8
人（3.3％）、1 年以上 2 年未満が 5 人
（2.1％）、1 年未満が 3 人（1.2％）、3
年以上 4 年未満が 2 人（0.8％）、2 年以
上 3年未満が 1 人（0.4％）であった。  

②IPV 被害が疑われる患者について 
過去 1年間に対応した患者の中に、IPV
被害が疑われた患者数がいたと回答し
た人数は、243 人中 144 人（59.3％）で
あった。144人の内訳は、1人～5 人未満
が一番多く 131 人（91％）、6 人以上 10
人未満が 7 人（5.0％）、11 人以上が 6
人（4.2％）であった。 

③IPV 被害が疑われる患者の特徴（144 人
からの回答） 

  a.性別:IPV が疑われる患者の性別は、
女 123 人（85.4％）、男女とも 13 人
（6％）、男 13人（9％）（図２）。 

   
 
 
 
 
 
 

 
  b.外傷の有無:外傷の有無に関しては、

ある 125 人（86.6％）、なし 18 人
（12.5％）、未回答 1 人（0.6％）（図
３）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ④IPV による被害を疑った理由を問う設

問 
  複数回答式の設問において、144 人中
117人が「本人からの申告」、53 人が「観
察を通して」、37 人が「付添人からの申
告」、17 人が「医師からの報告」から、
15 人が「他のスタッフからの申告」、そ
して 3人が「他の病院スタッフからの申
告」から IPV被害を疑っていた。（図４） 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤IPV 被害判定（スクリーニング）の必
要性を問う設問 
144人中 26人（18.1％）が「かなり思

った」、「まあまあ思った」48 人（33.3％）、
「あまり思わなかった」20人（13.9％）、
「全く思わなかった」50人（34.7％）で
あった。 

⑥IPV 被害判定（スクリーニング）の実施
状況を問う設問 
「全く実施できなかった」が一番多く

144 人中 45 人（31.3％）、「あまり実施で
きなかった」が 25人（17.4％）、「まあま
あ実施できた」が 14 人（10.0％）、「かな
り実施できた」が 3人（2.0％）であった。 
⑦IPV 被害者に対してとった行動を問う
設問 
「主治医に報告」が 144 人中 50 人
（34.7％）と一番多く、「スタッフ間で情
報共有」45 人（31.2％）、「看護部門の責
任者に報告」33 人（22.9％）、「何もしな
かった」8 人（5.6％）、「その他（連携室
に報告、報告ルートに則り対応」2 人
（1.4％）、未回答 6人（4.2％）であった。 

3)本調査 
(1)対象者の属性 

有効回収率 207 施設 414 人中 133 人
（32.1％）。有効回答率 414 人中 132 人
(31.9%)。 
回答者の専門領域は、母性（助産）看護
学 71 人（53.8％）、精神看護学 61 人
（46.2％）。性別は、女性 115人（87.1％）、
男性 17人（12.9％）。 

(2)犯罪被害者支援に関する項目 
  ①犯罪被害者に対する実際の支援経験

あり 37人（28%）、なし 95人（72%）。 
②犯罪被害者支援に関連した講義の実 
 施経験 
  あり 72人(54.5%）、なし 55人(41.7%)、
未回答 5 人(3.8%)。 

③犯罪、犯罪被害者、犯罪被害者支援等
の名称がついた講義の実施経験 

  あり 29人(22%)、なし 101人(76.5)、
未回答 2(1.5%)。 

④犯罪被害者支援に関する内容を取り
入れた講義（72 名の複数回答） 

 概論 21 人、その他講義（特別講義な
ど）21人、方法論 15人、実習 2人。 



 

 

⑤講義に取り入れた犯罪被害者支援に
関する授業内容（72名の複数回答） 

 ＤＶ63 人、虐待 53 人、性被害 49 人、
いじめ 18人、殺人 12人、傷害 12人、
交通被害 7人、知的財産侵害 2人、そ
の他（援助交際等）4人。 

(3)犯罪被害者支援に関する講義内容をど 
の程度看護大学の講義に包含可能か 

   全 27 項目の内、18項目で専門領域に
よる差がみられた（表 2）。 

   表 2：専門領域の違いによる、犯罪被害者支援に関連する項目の講義への包含可能性の程度 
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